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１． 経営方針 

 

【箕面わいわい株式会社の経営理念】 
箕面市の中心市街地のまちづくりの総合マネージメントの担い手として｢箕面市中心市

街地活性化基本計画｣の目指すまちづくりに取組み、TMO 構想の実現に向けて協働を推進

し、進取の精神と信頼を重んじ、箕面市の中心市街地の活性化を実現します。 
 
平成１７年度は、「経営基盤固めとスタートダッシュ」をテーマとして、地域活性化のま

ちづくりの地域関係者への浸透（コンセンサス形成、事業参加・連携）や「ＴＭＯ構想推

進プロジェクト委員会」の立上げや定着化を最優先課題として取組しました。具体的には、

ＴＭＯ構想事業の内、目標の２６事業に加えて２事業の２８事業に取組みし、５事業を完

了しました。「箕面山七日市事業」、「橋本亭の保存・活用事業」、「瀧道四季イベント事業」、

「みのおサンプラザ再生事業」など各種マスコミ、ミニコミにも数多く取り上げられる事

業を立上げ、注目を集めました。特に「箕面山七日市」については、箕面商工会議所アク

ションプランとの連携により１０商店街、約１２０店舗が参加する事業として瀧道の観光

と地域商業との連携の仕掛けが実現し、定期市として定着しました。 
 

平成１８年度は、ＴＭＯ構想事業への取組む２年目として「中心市街地活性化の具体的

な成果とキャッシュフローの安定化」をテーマとします。「中心市街地活性化の具体的な成

果」を目指してＴＭＯ構想の内、継続２１事業に新規６事業を加えた２７事業に取組しま

す。平成１８年８月には、みのおサンプラザ１号館地階に郷土資料館が移設オープンする

と同時にインフォメーションセンターみのおたうん（みのたん）が新規に開設されるなど、

中心市街地活性化の具体的成果が見える１年となることが期待されます。 

「キャッシュフローの安定化」については、箕面都市開発株式会社の新規拡大した事業

の内、中心市街地の活性化事業や広報に関係する事業等を受託することにより実現します。

具体的には、「箕面文化・交流センター」運営事業、「私商箱」運営事業、「箕面市シール会」

広報企画事業、「箕面都市開発株式会社」広報事業を受託します。 

また、平成１８年度は、まちづくり３法の見直しが予定されており、中心市街地活性化

基本計画の位置づけの見直しや中心市街地のまちづくりの担い手の見直しなど大きな変革

が予定されており、これらの変化への対応が新たなテーマとなっています。 

 

  【平成１８年度事業計画案の骨子】 

① まちづくり３法見直しによる変化への対応。 

② 瀧道を中心とする歴史文化、特産品に代表される箕面ブランドの構築。 

③ 観光の活性化による箕面の魅力と集客力の向上。 

④ 観光客の箕面駅前地区への回遊性の構築。 

⑤ みのおサンプラザの活性化や桜井駅前生活拠点づくり。 
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（１） まちづくり３法見直しによる変化への対応 

① まちづくり３法見直しの概要について 

平成１８年２月６日、中心市街地活性化法改正案、都市計画法・建築基準法改正案が

閣議決定されました。中心市街地活性化法の改正により、市町村が新たに策定した中心

市街地活性化基本計画を内閣総理大臣が認定し、都市機能の充実と商業などの活性化に

意欲的に取組む市町村が重点的に支援されます。また、都市計画法・建築基準法改正案

で延べ面積１万平米超の大規模集客施設の立地を３用途（準工業用地は条件付き）に限

定するなど規制が強化されます。ブレーキ（計画的な土地利用規制）とアクセル（中心

市街地の活性化支援）により、都市機能の拡散を抑えた「コンパクトシティ」のまちづ

くりを目的として見直しが行われます。 

② 中心市街地活性化法改正の概要について 

中心市街地における法の支援対象とする居住促進事業などの事業分野の拡大と商業

機能の強化に向けた大型店の中心市街地への誘導支援措置などの支援が拡充されまし

た。これに伴い、現在の全国市町村の策定した中心市街地活性化基本計画は、法的な位

置づけを失います。今後は、新たに市町村の策定する中心市街地活性化基本計画につい

て、国の認定制度が導入されて選別が行われ、その支援制度に関して「選択と集中」が

行われます。 

ＴＭＯを中心とするタウンマネジメントの活動形態を見直して、民間による「まちづ

くりの司令塔としての新ＴＭＯ」を位置づけし、従来の商工業者のみならず、地権者を

含む様々な事業主体が参加し、まちづくりについて協議する組織に移行されます。 

③ 当社の経営計画に及ぼす影響について 

   当社は、「箕面市中心市街地活性化基本計画」に基づいて具体的に中心市街地のまち

づくりを進める機関（ＴＭＯ）として箕面都市開発株式会社から会社分割により設立

されました。当社の経営計画は、ＴＭＯとして「ＴＭＯ構想の実現による中心市街地

の活性化に向けて」効果的に事業を進めるために策定されています。タウンマネジメ

ントの活動形態を制度改正により再構築し、民間による「まちづくりの司令塔として

の新ＴＭＯ」を位置づけがなされれば、経営計画の見直しが必要になります。 

④ 資本の充実と経営参加の仕組みの変化への対応 

   平成１７年度計画において、中小企業者を中心に経営参加してもらうために株主を

募集する予定でしたが、中心市街地活性化法改正の動向を見極めるために見合わせし

ました。今年度は、中心市街地活性化法改正を踏まえ、資本の充実と経営参加の仕組

みを検討する必要があります。 

⑤ ＴＭＯ構想の白紙化に伴う今後の事業推進体制の再構築 

   中心市街地活性化法改正によって「箕面市中心市街地活性化基本計画」は、法的位

置づけを失うほか当社のＴＭＯの位置づけも、「箕面市中小小売商業高度化事業構想

（ＴＭＯ構想）」の法的位置づけも失いますが、今後、箕面市や関係者との政策協議に

より箕面市の制度としての位置づけによる事業推進体制の再構築を検討します。 
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（２） ＴＭＯ事業への取組 

① 瀧道を中心とする歴史文化、特産品に代表される箕面ブランドの構築。 

  「箕面山七日市事業」、「瀧道四季イベント事業」、「瀧道歴史ギャラリー事業」、「地域

資源発見調査事業」などの事業を通して、箕面の瀧道を中心とする歴史文化に関して魅

力的なコンテンツは数多くあり、来街者ばかりでなく市民の関心も高いことが実感でき

ました。平成１８年８月には、みのおサンプラザ１号館地階に箕面市立郷土資料館が移

設され、同時にインフォメーションセンターみのおたうん（みのたん）が開設されるた

め、これらのコンテンツを活用した情報発信やイベントの連携を行います。 

「箕面山七日市事業」は、引き続き箕面商工会議所アクションプランとの連携により

「箕面産市」における特産品の販売、参加店舗の特典を一店逸品運動へ高める取組など、

門前市としての魅力向上に注力します。 

「瀧道四季イベント事業」は、平成１８年度（財）大阪商業振興センターの中心市街

地活性化助成金の広域ソフト事業を活用して事業継続します。 

② 観光の活性化による箕面の魅力と集客力の向上 

観光の活性化のためには、魅力あるコンテンツの開発とホスピタリティの向上が不可欠

です。瀧を中心とする自然環境だけでは魅力不足であり、本物志向の食文化や歴史・芸術・

文化を楽しめる体験型のコンテンツ充実に注力します。また、まちなみの整備を含めて観

光ゾーンにおけるホスピタリティは、他の観光地と比較して十分ではなく、総合的な観光

活性化戦略の検討に向けて箕面商工会議所、箕面市観光協会との連携を強化します。 

③ 観光客の箕面地区への回遊性の構築 

瀧道の観光客が箕面地区へ回遊する仕掛けとして「箕面山七日市事業」、「瀧道四季イベ

ント事業」、大阪府との連携事業「地域の魅力・顔づくりプロジェクト」の「自転車によ

る回遊性創出事業」などを展開し、成果をあげつつあります。平成１８年度は、これらの

取組みをさらに継続発展させます。また、「みのおサンプラザ再生事業」の具体的成果と

して箕面市立郷土資料館の移設、インフォメーションセンターみのおたうん（みのたん）

が新設されますので、それらを有効に活用しながら魅力あるコンテンツの提供やイベント

の開催、各種情報発信により箕面駅前地区に観光客が回遊し、滞留する仕掛けを積極的に

展開します。 

④ みのおサンプラザの活性化 

    みのおサンプラザ１号館ビルのリニューアルに伴って、商業施設と公共施設の一体性を

高めることが重要です。平成１８年６月から「箕面文化センター」が「箕面文化・交流セ

ンター」となって公共施設の再配置が始まります。箕面都市開発株式会社とともに当社は、

施設の運営およびインフォメーションセンターみのおたうん（みのたん）の企画運営を担

います。また、センター事務局受付窓口が２階の当社受付窓口に統合され、商業施設と公

共施設の窓口が一本化されます。みのおサンプラザ１号館ビルに関する各種の対応や情報

が一元化されることで、利用者の利便性の大幅な向上や商業施設への回遊性も高まること

が期待されます。 
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⑤ 桜井駅前生活拠点づくり   

  桜井地区商業ゾーンにおいては、桜井スーパーマーケットのハード面の整備に関する

緊急の課題が表面化していますが、行政と連携しつつ現状の把握と対応の方向性を検討

します。ソフト事業に関しては、平成１７年度の「桜井駅前空き店舗実態調査」におけ

る課題や改善策について地元のコンセンサス形成や箕面商工会議所アクションプランさ

くら会議によるエコプロジェクトの取組みを支援します。 

（３） 経営体質強化への取組 

① キャッシュフローの安定化 

各種事務局機能の受託、橋本亭の保存・活用をはじめとする不動産の活用、ブランド・

特産品開発によるフィービジネス、各種出版・広告収入を経営体質強化の重要施策と位置

づけしています。これらの事業による長期的な安定収益の確保とコストダウンに努めます。 

今年度から新規に「箕面文化・交流センター運営事業」、「箕面市シール会広報企画事業」、

「箕面都市開発株式会社広報事業」を受託し、長期的な安定収益を確保します。また、機

構改革の実施により企画調査部を廃止し、企画調査事業に関して外部ネットワークを活用

することでコストダウンと業務の高度化を図ります。 

② マーケティングの強化 

経営体質の強化を実現するには、高度なマーケティング能力が求められます。先進事例

の調査研究や専門家による事業参加などを通して安定収益を確保する仕組みを構築します。

経営に当たっては、長期的な収益基盤の安定化と個別事業採算の確保を重視しつつも公共

的使命の重要性と緊急性の判断も必要になるため総合的な判断が求められることなります。 

③ 専門能力の強化 

改正中心市街地活性化法において期待される中心市街地活性化のまちづくりでは、都

市計画の位置づけが高まり、都市開発に関係する事業者、地権者などの参加が求められ

ています。従来の商店街、商業活性化中心のまちづくりからハード面重視のコンパクト

シティのまちづくりにシフトしています。これからの中心市街地のまちづくりを担う人

材には、タウンアドバイザーを筆頭に、都市計画、都市開発のスキルの重要性が高まっ

ています。 

しかし、ソフト事業を中心とする複合的な取組みも重要であり、事業を企画立案し、

関係者の理解と参加を拡大するコーディネート力、個別事業を展開する経営マインドや

調整力、その他ネットワークを活用するスキルや各種専門知識が求められます。各種セ

ミナーや国の研修制度などを積極的に活用し、専門能力の強化を図ります。 

また、機構改革の実施により全体事業を統括し、担当者間や事業間の調整を図るため

に統括マネージャーを配置し、業務が拡大する各事業担当者に各業務補助者を付けるな

ど担当者が専門能力を高めて発揮しやすい職場環境を整備します。 

④ 広報・ネットワーク機能の強化 

改正中心市街地活性化法の考え方を広めるために、（財）大阪商業振興センターの助成

金を活用して中心市街地活性化コンセンサス形成事業を展開します。箕面まちづくり協議
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会をプラットホームとしてＴＭＯ構想の事業メニューに対する事業参加や各種事業のコ

ンセンサス形成を進めながらネットワークの拡大に努めます。また、課題となっている箕

面市民活動センターや箕面商工会議所との３者による連携体制の構築、多くの市民や関係

者の事業参加を実現するために、ホームページの機能充実を図ります。 

 

２． 事業計画 

   今期は、売上高４５百万円、経常利益０百万円の計画です。実質２年目の年度として事

業の具体的な成果を目指して２７事業を実施します。（事業の明細別紙） 

平成１８年度の経営方針に基づき、限られた予算と人材を最大活用して同時並行的に複数

の事業を推進するため、プロジェクト管理と個別事業採算管理を徹底します。 
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平成１８年度予定損益計算書 

（単位：千円） 

科  目 金   額 １７年度実績比 

（純売上高） 

賃料収入 

企画調査受託収入 

小売・サービス事業収入 

助成金・寄付などの収入 

  

６，９４０

１７，７００ 

２，９００ 

１７，３１０ 

  

９６０ 

１２，０４４ 

▲１，５４５ 

１，７１８ 

事 業 収 入 合 計  ４４，８５０ １３，１７７ 

商品仕入 

（販売費及び一般管理費） 

委託費 

人件費 

事業運営費 

（内ＴＭＯ運営補助対象） 

（通信・交通費） 

（賃借料） 

（共益費） 

（水道光熱費） 

（宣伝広告費） 

調査・研究費 

支払手数料 

イベント費 

備品 

会議費 

その他経費 

１，９００ 

 

５，５００ 

２４，５００ 

５，３６０ 

（３，５００） 

（６００） 

（１，４４０） 

（８４０） 

（６０） 

（５６０） 

３６０ 

６００ 

３６０ 

４００ 

６０ 

５，７４０ 

 ▲１２６ 

 

１，６７０ 

１０，１４９ 

▲３７４ 

（６７４） 

（３８０） 

（２４０） 

（８５） 

（１５） 

（▲４６） 

８１ 

▲７７８ 

▲６１０ 

３８２ 

▲４７ 

１，６９１ 

事 業 支 出 合 計 ４４，７８０ １２，０３８ 

営 業 利 益  ７０ １，１３９ 

経 常 利 益  ７０ １，１３９ 
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